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ファーマコゲノミクスに基づいて、個々の患

者に、より安全で適切な薬物療法を提供するた

めには、遺伝子関連検査を臨床現場で適正に運

用することが重要である。しかしながら、国内

の現状としては、遺伝子検査の質保証のための

環境整備が十分に進んでいるとは言えないこと

が大きな問題となっている。本シンポジウムで

は、臨床にファーマコゲノミクスを積極的に導

入されておられる4人の先生方に、遺伝子検査の

実用化に向けての問題提起と、それに対して今

後どう対処すべきかについてご講演いただいた。

横田浩充先生(東京大学医学部附属病院検査部)

が所属する東大病院では、検査部と各診療科が

Pharmacogenomics Working Groupを構築し、

SNP検査 (UGT1A1、CYP2C19、CYP3A5、

CYP2C9、VKORC1) および造血器腫瘍遺伝子検

査やk-rasなどの遺伝子変異解析を実施している。

院内遺伝子検査の意義としては、短期間で検査

結果を報告できること、患者情報を活用した検

査情報の付加価値を提供できる点などを挙げ、

実際に院内に導入するために求められる条件は、

検査方法が迅速・簡便であることと、採算性の

確保のために相当数の依頼があることとした。

今後、コンパニオン診断としてのSNP検査および

遺伝子変異解析のニーズはますます高まること

が予想されるが、遺伝子検査の保険適用、診断

薬のコストが普及のための課題であると結論づ

けた。

座長：渡邉　淳 (日本医科大学附属病院・ゲノム先端医療部)

莚田泰誠 (理化学研究所・ゲノム医科学研究センター)

■ JAMTTC-JSGDT合同シンポジウム2011

セッション II  バイオマーカー検査の適正な運用のための課題

(臨床の視点から)
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宮地勇人先生(東海大学医学部基盤診療学系臨

床検査学)は、遺伝子関連検査では、測定の標準

化がなされていないことが問題となっているこ

とを指摘した。測定精度を確保するためには、

検体採取から試料の前処理までの測定前プロセ

スにおける作業工程の標準化、特に検体の品質

管理技術が重要な課題であるとした。講演では、

日本臨床検査標準協議会 (JCCLS) の遺伝子関連

検査標準化専門委員会で作成された ｢遺伝子関連

検査における検体品質マニュアル｣ が紹介された

(http://www.jccls.org/active/public2.html)。本

マニュアルでは、検体の採取、保存、運搬等の

取扱いにおいて、推奨される運用方法が記載さ

れており、検体品質不良を回避することによっ

て、遺伝子関連検査の分析的妥当性の確保、測

定精度の向上につながることが期待されると述

べた。

中谷中先生(三重大学医学部附属病院・オーダ

ーメイド医療部) は、JCCLS遺伝子関連検査標準

化専門委員会によって、遺伝子関連検査の質保

証に係わる種々の事項について定められた ｢遺伝

子関連検査に関する日本版ベストプラクティス

ガイドライン｣ (2010年12月 ) を紹介した。

home-brewの検査も多く、遺伝子関連検査の問

題点としては、① 検査施設間でのデータの不整

合が懸念されるため、分析的妥当性のある検査

データが十分に得られていない ② 分析的妥当性

が保証されていても臨床的妥当性、臨床的有用

性を評価するために必要な多数の症例を収集す

る必要がある ③ 経済的・制度的な理由から検査

実施体制の維持・継続が困難であることを挙げ

た。これらの質保証に関わる問題点を解決した

上で、検査の標準化が行われ、充分な精度管理

のできる検査システムの構築が急がれるとした。

渡邉(日本医科大学付属病院・ゲノム先端医療
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部)は、ファーマコゲノミクス(以下PGx)検査は、

わが国でも2008年11月にUGT1A1遺伝子検査が

保険適用となり、先進医療適用例も増えつつあ

る臨床現場での現状と課題について報告した。

診療(保険診療、先進医療)における遺伝学的検

査(生殖細胞系列遺伝子検査)であるPGx検査に対

しては、2009年3月に策定の後、同年11月、

2010年12月と2回改訂された「ファーマコゲノ

ミクス検査の運用指針」（以下運用指針）を紹介

した。一方で、現状では PGx情報の取り扱いは

医療機関ごとに異なる。とくに、① 該当検査が

生殖細胞系列と体細胞系列のいずれかであるか

の区別、② PGx情報を医療機関内で共有するこ

との重要性、③ PGx検査は臨床検査と同様に

「匿名化をしなくてもよい」点は各施設での理

解・判断が難しく、今後の周知が必要な点であ

る。また、UGT1A1検査を受託している4衛生検

査所においてもPGx情報の取り扱い（匿名化、親

展の有無）、報告書の内容・取り扱いに幅を認め

ていた。

今後、診療においてファーマコゲノミクス情

報を活用するためには、運用指針の対象となる

医療機関、診断薬メーカー、衛生検査所と製薬

会社がともに検討できる場が必要である。PGx検

査の課題を明確にした上で方向性を示すことは、

PGx情報を活用する現場での被検者と主治医のサ

ポートを容易にし、PGx検査の普及と適正な利用

の促進につながると期待されると述べた。
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このセッションでは、医薬品とバイオマーカ

ーの一体化開発について、バイオマーカー開発、

医療経済の専門家、診断薬業界、規制当局とい

う4つの立場から、現状や課題について御講演い

ただいた。

西岡安彦先生からは「分子標的治療における

一体化開発への期待」と題して、アカデミアの

立場から御講演頂いた。医薬品・診断薬の一体

化開発の歴史、現状をゲフィチニブやクリゾチ

ニブを例にあげて紹介された。この中でアカデ

ミアの果たす役割として、バイオマーカー開発

の基礎研究の重要性を話された。近年、オミッ

クスをはじめとする網羅的探索システムを用い

てデータ収集、解析が行われているが、複数の

グループでデータを統合することも有用であろう。

そのためには、コンソーシアムを形成しバイオマ

ーカー開発にあたる環境整備の必要性を提言され

た。また、世界でも分子標的薬が注目され、精力

的に研究が進んでいるという欧州癌研究治療学会

議「Molecular Targets and Cancer Therapeutics」

における最新の情報が提供された。

津谷喜一郎先生からは「バイオマーカーを用

いた薬物療法の経済評価」と題して、PGx検査に

基づいた薬物療法の経済的効果についての御講

演があった。PGx検査をヘルスケアシステムに組

み込むには、臨床的エビデンス、経済的エビデ

ンスが必要であり、その経済的エビデンスは社

会全体に対する必要がある。K-Ras検査に基づい

たセツキシマブ治療を具体例にして、その経済

的エビデンスを明確化していただいた。さらに、

PGx検査を発展させるには、関連企業にインセン

ティブを与え、PGx検査の価値を発揮させるとと

もに社会の健康アウトカムの向上を見据えた政

策の必要性を提言された。

田澤義明先生からは「診断薬・製薬業界にお

けるコンパニオン診断法（CoDx）の開発推進に

座長：中谷　中（三重大学医学部附属病院・オーダーメイド医療部）

西尾和人（近畿大学医学部・ゲノム生物学）

■ JAMTTC-JSGDT合同シンポジウム2011

セッション III 医薬品とバイオマーカーの一体化開発における課題
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向けたインフラ整備に関する検討と提案」と題

して、診断薬メーカーの立場で御講演いただい

た。最近のベムラフェニブ、クリゾチニブある

いは国内の一体化開発の例をあげ、製薬メーカ

ーと診断薬メーカーの共同開発の課題について

言及された。米国では、創薬とコンパニオン診

断薬の一体化開発に関してガイダンスが示され

ているが、本邦ではまだ示されていない。製薬

業界、診断薬業界の連携だけでなく、産官学が

協働して今後進めなければならないと提言があ

った。

森和彦先生からは「コンパニオン診断薬に関

する規制当局の考え方」と題して、官の立場か

ら御講演いただいた。医薬品・診断薬の一体化

開発は今後進めてゆかなければならない。その

ために、製薬業界、診断薬業界の連携も協力す

る一方、当局内部でも医薬品、診断薬の審査部

局間の連携を密に取る必要がある。また、保険

適応を見据えて、保険局都の連携も重要と思わ

れる。これらのために部局の横断的プロジェク

トが進行している。さらに、革新的医薬品・医

療機器の創出にも協力するための「薬事戦略相

談」も活用していただきたいとの提言があった。

様々な立場から御講演いただいたが、その後

のディスカッションでは、各業界における問題

点とその解決方法が提示、議論された。「医薬品

とバイオマーカーの一体化開発」が必要である

いうことは共通認識であることが確認されたが

業界によって若干の温度差があり、異業種間で

の理解は充分でないかも知れない。しかし、製

薬業界においては、開発早期段階から、co-

development を念頭においた開発を始めており、

次世代のコンパニオン診断薬が本格化してくる

ものと思われる。今回、各分野の関係者が集ま

り、意見交換することは、お互いを理解するう

えで有用であったと思う。今後は、産官学が連

携して環境整備をしてゆかねばならないことを

痛感した。
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谷口俊一郎（信州大学大学院医学系）
谷口　維紹（東京大学大学院医学系研究科）
田沼　靖一（東京理科大学薬学部）
田原　栄俊（広島大学大学院医歯薬総合）
玉田　　満（日東電工株式会社）
田村　友秀（国立がん研究センター中央病院）
旦　　慎吾（がん研究会がん化学療法センター）
照井　康仁（がん研究会がん化学療法センター）
戸井　雅和（京都大学大学院医学研究科）
冨田　章弘（がん研究会がん化学療法センター）
内藤　幹彦（国立医薬品食品衛生研究所）
直江　知樹（名古屋大学大学院医学系研究科）
中川　和彦（近畿大学医学部腫瘍内科）
中川　昌之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）
中西　　理（武田薬品工業株式会社）
中村　浩之（学習院大学理学部）

中村　祐輔（東京大学医科学研究所）
中森　正二（国立病院機構大阪医療センター）
新津洋司郎（札幌医科大学）
西尾　和人（近畿大学医学部）
西岡　安彦（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）
西河　芳樹（日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社）
西谷　直之（岩手医科大学薬学部）
西山　正彦（埼玉医科大学国際医療センター）
野口　耕司（慶應義塾大学薬学部）
橋本　祐一（東京大学分子細胞生物学研究所）
畠　　清彦（がん研究会がん化学療法センター）
花岡　文雄（学習院大学）
早川　洋一（東京理科大学薬学部）
板東　勝啓（バイエル薬品株式会社オンコロジー事業部）
平井　　洋（大鵬薬品工業株式会社）
平岡　眞寛（京都大学医学部付属病院）
藤江　昭彦（アステラス製薬株式会社）
藤田　直也（がん研究会がん化学療法センター）
藤原　康弘（国立がん研究センター中央病院）
伏谷　伸宏（北海道大学大学院水産科学研究院）
堀江　重郎（帝京大学医学部泌尿器）
本間　良夫（島根大学医学部）
前川　　平（京都大学医学部附属病院）
前原　喜彦（九州大学大学院）
馬島　哲夫（がん研究会がん化学療法センター）
松島　綱治（東京大学医学部大学院医学系研究科）
松田　　彰（北海道大学大学院薬学研究院）
間野　博行（自治医科大学）
水上　民夫（長浜バイオ大学バイオサイエンス学部）
宮坂　昌之（大阪大学大学院医学系研究科）
宮澤　恵二（山梨大学大学院医学工学総合研究部）
宮園　浩平（東京大学大学院医学系研究科）
向田　直史（金沢大学がん研究所）
森　　正樹（大阪大学消化器外科）
森野　富夫（日本化薬株式会社）
八木田秀雄（順天堂大学医学部）
矢口　信一（全薬工業株式会社）
八代　正和（大阪市立大学大学院）
安川　正貴（愛媛大学大学院医学系研究科）
矢野　聖二（金沢大学がん研究所）
山口　俊晴（がん研有明病院）
山添　　康（東北大学大学院薬学研究科）
山本　　雅（東京大学医科学研究所）
矢守　隆夫（がん研究会がん化学療法センター）
吉田　　稔（独立行政法人理化学研究所基幹研究所）
渡邉　俊樹（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
綿矢　有佑（岡山大学大学院）

名誉会員
石塚　雅章（微化研）
加藤　隆一（慶應義塾大学）
金丸龍之介（内科河原町病院）
北川　知行（がん研究会がん研究所）
桑野　信彦（九州大学大学院臨床薬学部門臨床薬学講座）
菅野　晴夫（がん研究会）
杉村　　隆（国立がん研究センター）
高久　史麿（自治医科大学）

高橋　利忠（愛知県がんセンター）
竹内　富雄（微化研）
寺田　雅昭（国立がん研究センター）
豊島　　聰（医薬品医療機器総合機構）
濱岡　利之（四天王寺国際仏教大学）
福岡　正博（和泉市立病院がんセンター）
村松　正實（埼玉医科大学）
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歴代学術集会会長と学術集会開催記録
会 長 学術集会 開催年 開催地

1 鶴尾　　隆（東京大学分子細胞生物学研究所） 第1回 1997年 東京

2 石塚　雅章（微生物化学研究会化学療法研究所） 第2回 1998年 東京

3 桑野　信彦（九州大学医学部） 第3回 1999年 福岡

4 上田　龍三（名古屋市立大学医学部） 第4回 2000年 名古屋

5 西條　長宏（国立がんセンター中央病院内科） 第5回 2001年 東京

6 新津洋司郎（札幌医科大学医学部） 第6回 2002年 札幌

7 上原　至雅（国立感染症研究所） 第7回 2003年 東京

8 秋山　伸一（鹿児島大学医学部） 第8回 2004年 鹿児島

9 平岡　真寛（京都大学医学研究科） 第9回 2005年 京都

10 矢守　隆夫（癌研癌化学療法センター） 第10回 2006年 東京

11 福岡　正博（近畿大学医学部堺病院長） 第11回 2007年 大阪

12 梅澤　一夫（慶應義塾大学理工学部応用化学科） 第12回 2008年 東京

13 曽根　三郎（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部） 第13回 2009年 徳島

14 長田 裕之（理化学研究所基幹研究所） 第14回 2010年 東京

15 山口　俊晴（がん研有明病院） 第15回 2011年 東京

16 河野　公俊（産業医科大学） 第16回 2012年 小倉

17 戸井　雅和（京都大学） 第17回 2013年 京都

2009200820072006200520042003200220012000199919981997

661
 761

881 860
985

1122 1131
1187 1184 1229 1241

2010

1246

2011 2012.1

1251 12821251
1192

＊ 入会のすすめ

がん分子標的治療研究は、がん治療領域において、これから一層重要な役割をもつと

考えられます。

多くの研究者・企業の本学会へのご参加をお待ちしております。（入会申込書は37頁）

会員数の推移
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日本がん分子標的治療学会会則

平成20年11月1日制定　
平成21年3月25日改正
平成21年10月2日改正
平成22年9月23日改正
平成23年6月22日改正

第1条（名称）
本会は、「日本がん分子標的治療学会」と称する。
英文名は、"The Japanese Association for Molecular Target Therapy of Cancer"（略称 JAMTTC）と
する。

第2条（事務局）
本会の事務局は、東京都江東区有明3-8-31 （公財）がん研究会がん化学療法センター（TEL:
03-3520-0111, FAX: 03-3570-0484）内に設置する。

第3条（目的）
本会は、がん分子標的治療によるがんの治癒をめざし、国内外において分子標的に関する基礎
研究を推進し、その臨床応用を図ることを目的とする。

第4条（事業）
本会は、学術集会を年に１回をめどに開催する。学術集会では、がん分子標的治療に関する基
礎研究と臨床応用研究の発表と討議を行う。そのほか、本会の目的達成に必要なシンポジウム
等の事業を行う。

第5条（会員構成）
本会の会員は本学会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った個人会員（学生を含む）ま
たは法人会員（法人格のない団体を含む）及び、名誉会員をもって構成する。名誉会員は本会
の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。

第6条（法人会員）
1. 法人会員は、代表者１名を決め事務局に届け出なければならない。
2. 法人会員である法人に所属する者は、代表者を含め20人まで本会の事業に参加できる。こ
の場合の個人は年会費を納めなくてよい。

第7条（役員）
1. 本会には、次の役員を置く。
理事長 1名
学術集会会長 1名
学術集会副会長（次期学術集会会長） 1名
副理事長 数名
理　事 21名
評議員 100名前後
監 事 2名

2. 理事長は、本会を総括し、理事会では議長となる。
3. 学術集会会長は学術集会を開催し、評議員会、会員総会において議長となる。
4. 副理事長（総務担当、学術担当、財務担当等数名）は、理事長の会務を補佐する。理事長
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に事故のある場合、副理事長（総務担当）がその職務を代行するものとする。理事長代行
の任期は次期理事長選出までの期間とする。

5. 理事は、理事会を構成し、学術集会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これ
を運営する。学会の効率よい運営のため、理事長の任命によって理事の中から各種担当理
事を置くことができる。また、評議員の中から総務幹事1 ～2名を置くことができる。

6. 評議員は、理事会の活動を補佐する。
7. 監事は、下記の任務を遂行する。①学会の財産の状況監査　②理事の業務の執行状況監査
③財産の状況または業務の執行について法令、会則もしくは寄付行為に違反し、また、著
しく不当な事項があると認めるときは、評議員会または主務官庁に報告する　④前号の報
告をするために、必要があるときは評議員会を招集する。監事はその職務を果たすために
理事会に出席する。

8. 特任監事：理事長は必要に応じて特任監事を指名し、本人の了承を得て委嘱することがで
きる。特任監事はその職務を果たすために理事会に出席する。

9. 上記役員のほか、理事長の指名により本会の事業推進に必要な役職分担者若干名を置くこ
とができる。

第8条（役員等の選任および任期）
1. 理事長は理事の自薦、他薦の立候補者から理事会において理事の投票によって選出される。
理事長の任期は、理事としての任期にかかわらず３年とし、２期までの再任を可とする。

2. 学術集会会長および副会長（次期学術集会会長）：学術集会副会長（次期学術集会会長）
は、理事の推薦により評議員の中から理事の投票によって選出され、評議員会で承認され
るものとする。学術集会副会長（次期学術集会会長）の任期は、自身が学術会長を担当す
る学術集会の前々回となる学術集会の最終日の翌日より、自身が学術集会会長を担当する
学術集会の前回となる学術集会の最終日までとする。
学術集会副会長（次期学術集会会長）は、自身が学術集会会長を担当する学術集会の前回
となる学術集会の最終日の翌日より、学術集会会長に就任する。その任期は、担当学術集
会最終日までとする。学術集会会長および学術集会副会長（次期学術集会会長）は理事会
の構成員となる。

3. 副理事長は、理事の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得て選出される。副理事長の
任期は、副理事長として選出されてから自身の理事としての在任期間内、もしくは理事長
の在任期間のうち、いずれか短い方までとする。但し、再任は妨げない。

4. 理事は評議員の自薦、他薦の立候補者から評議員の投票によって選ばれる。その任期は3年
とし、再任は妨げない。但し、連続しての再任は2期6年までとする。理事会は各年、基礎
系、臨床系理事各3名、法人系理事1名の合計21名および上記の学術集会会長、学術集会副
会長（次期学術集会会長）で構成される。理事が定数を満たさない場合、理事長は評議員
の中から理事を指名できる。この場合、理事会構成員の2/3以上の賛成と本人の同意を必要
とする。

5. 選挙において得票が同数の場合は年長者を優先する。
6. 評議員は、個人会員の場合は、会員の自薦、他薦を受け、理事会の推薦により選任される。
法人会員の場合は、法人会員の代表者が、理事会の推薦により選任される。その任期は３
年とするが、再任は妨げない。

7. 監事は理事会が評議員の中から指名し、本人の了承を得て委嘱する。監事の任期は３年と
し、再任を妨げない。

8. 名誉会員は、理事の推薦を受け、理事会の推薦により委嘱されるものとする。
9. 役員の任期は、別に規定のない限り、前回の年次学術集会最終日の翌日より起算し、任期
満了年の学術集会最終日までとする。

第9条（会費）
会員は細則に定める会費（年会費、学術集会参加費等）を納める。会費は、主として本学会の
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運営に充当されるものとする。なお、会費は、理事会で議決し、評議員会の承認により決定す
る。

第10条（会議および委員会）
1. 理事会：理事長を議長として開催する。理事会は理事の2／3以上の出席（但し委任状を有
効とする）をもって成立する。

2. 学術集会：毎年1回、学術集会会長の下で開催される。
3. 評議員会：学術集会会長を議長として学術集会時に開催される。理事会、監査の結果の報
告、ならびに諸事項の審議・決定を行う。評議員会は評議員の1／2以上の出席（但し委任
状を有効とする）をもって成立し、議決には出席者の過半数を必要とする。理事長の要請、
もしくは、理事会の議決があった時には、臨時の評議員会を開くことができる。以下の事
項は評議員会の議決または承認を経なければならない。1）事業、2）予算・決算、3）会則
の改正、4）学術集会会長・学術集会副会長（次期学術集会会長）の選出、5）名誉会員の
委嘱、6）その他の重要な事項

4. 会員総会：学術集会会長を議長として、毎年1回開催され、理事会・評議員会の決定事項を
報告する。

5. 委員会：理事会の決定により各種委員会を設置する。

第11条（会計年度）
本会の会計年度は学術集会の最終日の翌日より翌年の学術集会の最終日までの約1ヵ年とする。

第12条（会則の改正）
1. 本会の会則の改正は、理事会の議決とその後に開催される評議員会の承認に基づいて行わ
れる。

2. 細則は理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。

第13条（役員の定年）
役員は65歳になる年の12月31日をもって定年とする。但し、65歳を超えても大学、研究所、病
院等に正規に所属し、本人の希望があれば最長70歳になる年の12月31日まで役員をつとめるこ
とができる。定年になった理事が任期を残す場合、その年の理事選挙によって次点となった者
が繰上げ当選し、残任期間に相当する期間、理事をつとめる。定年となる者が複数となり、そ
の任期を残す期間が異なる場合、次点の上位の者から順に、残任期間を長くつとめる。評議員
は残任期間がある場合でも当該評議員の補充はしない。

第14条（会の存続）
本会の存続は、理事会が3年ごとに討議する。理事会が、必要と認めれば本会は存続するものと
する。本会の終了は、理事会がこれを議決し、その後に開催される評議員会での議決承認およ
び会員総会で出席会員総数の2／3以上の賛成を受けて決定する。

細　則
第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
第2条 細則の立案および修正は、会則第12条第2項により、理事会が行なう。
第3条 会則第9条に定める年会費、学術集会参加費は次の通りとする。

1. 年会費　個人　5,000円、ただし、学生会員は2,000円とする。
法人　一口　200,000円とする。
名誉会員は会費を要しない
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2. 学術集会参加費　会員　5,000円、ただし、学生会員は3,000円とする。
非会員　10,000円とする。

3. 学生会員資格は1年限りとし、継続はできない。ただし、再入会は妨げない。
4. 年会費を継続して2年滞納した会員（学生会員を除く）は、自動的に退会とする。
5. 年会費を滞納したため自動退会となった会員が再入会する場合は、滞納した2年分の
会費も合わせて納めることとする。但し、留学等、正当な理由がある場合は会費を
免除する。

第4条 会則第7条に定める役員は別記の通りとする。
第5条 会則第5条の個人（学生を含む）の入会に際しては、個人会員は当学会役員（理事、評

議員、名誉会員）1名の推薦、学生会員は指導教官の推薦を必要とする。最終的な入会
は理事会の承認により決定する。

第6条 評議員の選任要件
1 立候補者の信任要件：原則として、3年以上の会員歴があり、過去3年間に学術集会
において1回以上発表実績のあること（共同演者でも可）。

2. 再任の要件：評議員の再任にあたっては、会員推薦状況、理事選挙投票状況、評議
員会出席状況、学術集会演題提出状況等を参考に評価する。3年間に1回以上学術集
会で発表すること（共同演者でも可）を原則とする。



日本がん分子標的治療学会
個人会員・学生会員　入会申込書

申込年月日：　　　　年　　　月　　　日

入会申込み要領

１．この申込書に必要事項をご記入及び該当する事項に○を付け、下記あて郵便もしくはFAXにてお送り下さい。
　　記入漏れのある場合は再提出していただくこともございます。
２．個人会員は当学会役員（理事、名誉会員、評議員）1名の、学生会員は指導教官の推薦文、署名、捺印が必要です。
３．入会申込書受領後１週間前後で会費振込用紙をお送り致しますので、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局より
　　お振込下さい。
４．会費は個人会員5,000円、学生会員2,000円です。

 （入会申込書 日本がん分子標的治療学会　事務局
 　送   付   先） 〒135-8550　東京都江東区有明3-8-31　公益財団法人がん研究会がん化学療法センター内
  TEL：03-3520-0111（内線：5413）　FAX：03-3570-0484

氏名

英文

推
薦
人

推
薦
文

所属 
機関

所属 
機関 
住所

住所

Family Name First Name

学位

専門分野

＊連絡先(書類送付先)として所属機関と異なる住所を希望する場合には以下に記入して下さい。

姓 名

TEL

TEL

FAX

FAX

E-mail

E-mail

〒

〒

私は、「日本がん分子標的治療学会」に　　　　　として参加致します。（いずれかに○）
個人会員 
学生会員

自署

生年月日

基礎・臨床の別

19　　年　　月　　日

基礎  ・  臨床

住所変更などの手続きはwebから行って下さい。http://jamttc.umin.jp





日本がん分子標的治療学会
法人会員　入会申込書

申込年月日：　　　　年　　　月　　　日

入会申込み要領

１. この申込書に必要事項をご記入いただき、下記あて郵便もしくはFAXにてお送り下さい。

２. 入会申込書受領後１週間前後で会費振込用紙をお送り致しますので、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局

 よりお振込下さい。

３. 会費は200,000円です。

 （入会申込書送付先） 日本がん分子標的治療学会　事務局
 　 〒135-8550　東京都江東区有明3-8-31
  公益財団法人がん研究会がん化学療法センター内
  TEL：03-3520-0111（内線：5413）　FAX：03-3570-0484

当社は、「日本がん分子標的治療学会」に法人会員として参加致します。

住 所

貴 社 名

部課名

〒 TEL

FAX

E-mail

代 表者
氏 名

英文表記

姓 名 学位

Family Name First Name 専門分野

代表者を含めて20名以内の方のお名前をお届けください。（別紙）

生年月日

19　 年　 月　 日

住所変更などの手続きはwebから行って下さい。http://jamttc.umin.jp



住所、電話などが代表者と異なる場合には、別紙にリストを作成してください。

姓 名 学位 専門分野
Family Name First Name E-mail Address

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

代表者以外の方のお名前は後日お届けいただいても結構です。




